
備 考

別記様式第２号（その１の１）
（用紙　日本産業規格Ａ４縦型）

基　本　計　画　書

基 本 計 画

事 項 記 入 欄

フ リ ガ ナ ｷﾀｻﾄﾀﾞｲｶﾞｸ

大 学 の 名 称 北里大学 (Kitasato University)

大 学 本 部 の 位 置 東京都港区白金５丁目９番１号

計 画 の 区 分 大学の収容定員に係る学則変更

フ リ ガ ナ ｶﾞｯｺｳﾎｳｼﾞﾝ　ｷﾀｻﾄｹﾝｷｭｳｼｮ

設 置 者 学校法人　北里研究所

大 学 の 目 的
　本大学は、北里柴三郎博士の精神に則り、生命科学及び医療科学分野における学術研究と人材育成を通して、広く社会
の発展のために寄与することを目的とする。

新 設 学 部 等 の 目 的
　地域の医師確保等に早急に対応するため、医学部入学定員を増加し、下記地域の医師不足解消に貢献することを目的と
する。
（計16人：茨城県4人、埼玉県2人、神奈川県5人、新潟県3人、山梨県2人）

修業
年限

入学
定員

編入学
定　員

収容
定員

　薬学科(６年制)

学位 学位の分野
開設時期及
び開設年次

所在地

薬学部

獣医学部

年 人 年次
人

人

　生命創薬科学科 4 35 -

6 260 - 1560

新
設
学
部
等
の
概
要

新 設 学 部 等 の 名 称

学士（薬学）

　　年　月
第　年次

平成18年4月
第1年次

令和7年4月
第1年次

東京都港区白金
5丁目9番1号
神奈川県相模原市南区
北里1丁目15番1号（1年次）

令和7年4月
第1年次

学士（農学）

140 学士（薬科学） 平成18年4月
第1年次

同上

　獣医学科 6 120 - 720 学士（獣医学） 平成18年4月
第1年次

青森県十和田市東二十三番町

東二十三番町35番1号
神奈川県相模原市南区
北里1丁目15番1号（1年次）

　動物資源科学科 4 100
（110）

- 400
（440）

学士（農学） 平成19年4月
第1年次

同上

神奈川県相模原市南区
北里2丁目1番1号

医学部 -

　医学科 -

6 126
（110）

676
（660）

学士（医学）

　グリーン環境創成科学科 4 100
（0）

- 400
（0）

※令和6年6月学
部の学科の設置
届出／受理

医学部医学科の
今回の16名の入
学定員の増員は
令和7年度のみの
臨時定員増であ
る
また、医学部医
学科の令和6年度
における収容定
員は726人である

神奈川県相模原市南区
北里1丁目15番1号

海洋生命科学部 4 180 - 720 学士（水産学） 平成12年4月
第1年次

神奈川県相模原市南区
北里1丁目15番1号　海洋生命科学科

看護学部 4 125 - 500 学士（看護学） 昭和61年4月
第1年次

神奈川県相模原市南区
北里1丁目15番1号　看護学科

理学部 神奈川県相模原市南区
北里1丁目15番1号　物理学科 4 53 - 212 学士（理学） 平成6年4月

第1年次

　化学科 4 80 - 320 学士（理学） 平成6年4月
第1年次

同上

　生物科学科 4 80 - 320 学士（理学） 平成6年4月
第1年次

同上

※令和6年6月収
容定員変更届出
／受理

　生物環境科学科 4 0
（90）

- 0
（360）

学士（農学） 平成19年4月
第1年次

神奈川県相模原市南区
北里2丁目1番1号

※令和7年学生募
集停止
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教育
課程

新設学部等の名称
開設する授業科目の総数

卒業要件単位数
講義 演習

計
1,944

（1,928）
-

8,708
（8,692）

実験・実習 計

－ －　　科目 －　 科目 －　 科目 －　 科目

同一設置者内における
変 更 状 況
（ 定 員 の 移 行 ，
名 称 の 変 更 等 ）

　医療系研究科医科学専攻修士課程〔定員増〕　（　10）　（令和6年11月届出予定）

　獣医学部
 グリーン環境創成科学科　（ 100）　（令和7年4月）
※令和6年6月 学部の学科の設置届出受理
生物環境科学科（廃止）　（△90）
※令和7年4月 学生募集停止
動物資源科学科〔定員減〕（△10）　（令和7年4月）
※令和6年6月 収容定員変更届出受理

－　　単位

神奈川県相模原市南区
北里1丁目15番1号

令和6年4月
第1年次

同上

神奈川県相模原市南区
北里1丁目15番1号

新潟県南魚沼市
黒土新田500

　保健衛生学科 4 40 - 160 学士（保健衛生学） 平成18年4月
第1年次

同上

　　臨床工学専攻 4 45 - 180 学士（臨床工学）

　医療工学科 平成6年4月
第1年次

同上

リハビリテーション学科 平成6年4月
第1年次

同上

理学療法学専攻 4 45 - 180 学士(理学療法学)

医療衛生学部

　医療検査学科 4 105 - 420 学士（医療検査学） 平成18年4月
第1年次

- 120 学士(視覚機能療法学)

　データサイエンス学科 4 120 - 480 学士（工学）

70 - 280 学士(診療放射線技術科学)

- 120 学士(言語聴覚療法学)

　　 診療放射線技術科学専攻 4

　医療検査学科 4 80 - 320 学士（医療検査学）

健康科学部

　看護学科 4 80 - 320 学士（看護学） 令和6年4月
第1年次

令和5年4月
第1年次

作業療法学専攻 4 40 - 160 学士(作業療法学)

言語聴覚療法学専攻 4 30

未来工学部

視覚機能療法学専攻 4 30
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53人　0人　25人　11人　17人　ａ．基幹教員のうち，専ら当該学部等の教育研究に従事
　　する者であって，主要授業科目を担当するもの

0人　

（0）（0）

0人　0人　0人　0人　0人　ｃ．基幹教員のうち，専ら当該大学の教育研究に従事す
　　る者であって，年間８単位以上の授業科目を担当す
　　るもの（ａ又はｂに該当する者を除く）

（0） （53）

大学設置基準別表第一イ
に定める基幹教員数の四
分の三の数　8人

大学設置基準別表第一イ
に定める基幹教員数の四
分の三の数　23人

大学設置基準別表第一イ
に定める基幹教員数の四
分の三の数　6人

53人　

計（ａ～ｄ）
6人　 6人　 5人　 1人　 18人　

（6） （6） （5） （1） （18）

（0） （0）

ｄ．基幹教員のうち，専ら当該大学の教育研究に従事す
　　る者以外の者又は当該大学の教育研究に従事し，か
　　つ専ら当該大学の複数の学部等で教育研究に従事す
　　る者であって，年間８単位以上の授業科目を担当
　　するもの（ａ，ｂ又はcに該当する者を除く）

0人　 0人　 0人　 0人　 0人　

（0） （0） （0） （0） （0）

ｃ．基幹教員のうち，専ら当該大学の教育研究に従事す
　　る者であって，年間８単位以上の授業科目を担当す
　　るもの（ａ又はｂに該当する者を除く）

0人　 0人　 0人　 0人　 0人　

（0） （0） （0） （0） （0）

（0）

小計（ａ～ｂ）
6人　 6人　 5人　 1人　 18人　

（6） （6） （5） （1） （18）

ａ．基幹教員のうち，専ら当該学部等の教育研究に従事
　　する者であって，主要授業科目を担当するもの

6人　 6人　 5人　 1人　 18人　

（6） （6） （5） （1） （18）

ｂ．基幹教員のうち，専ら当該学部等の教育研究に従事
　　する者であって，年間８単位以上の授業科目を担当
　　するもの（ａに該当する者を除く）

0人　 0人　 0人　 0人　 0人　

（0） （0）

獣医学部　動物資源科学科
6人　 6人　 5人　 1人　 18人　 0人　 52人　

（6） （6） （5） （1） （18） （0） （52）

計（ａ～ｄ）
15人　 12人　 14人　 6人　 47人　

（15） （12） （14） （6） （47）

（0） （0）

ｄ．基幹教員のうち，専ら当該大学の教育研究に従事す
　　る者以外の者又は当該大学の教育研究に従事し，か
　　つ専ら当該大学の複数の学部等で教育研究に従事す
　　る者であって，年間８単位以上の授業科目を担当
　　するもの（ａ，ｂ又はcに該当する者を除く）

0人　 0人　 0人　 0人　 0人　

（0） （0） （0） （0） （0）

ｃ．基幹教員のうち，専ら当該大学の教育研究に従事す
　　る者であって，年間８単位以上の授業科目を担当す
　　るもの（ａ又はｂに該当する者を除く）

0人　 0人　 0人　 0人　 0人　

（0） （0） （0） （0） （0）

（0）

小計（ａ～ｂ）
15人　 12人　 14人　 6人　 47人　

（15） （12） （14） （6） （47）

ａ．基幹教員のうち，専ら当該学部等の教育研究に従事
　　する者であって，主要授業科目を担当するもの

15人　 12人　 14人　 6人　 47人　

（15） （12） （14） （6） （47）

ｂ．基幹教員のうち，専ら当該学部等の教育研究に従事
　　する者であって，年間８単位以上の授業科目を担当
　　するもの（ａに該当する者を除く）

0人　 0人　 0人　 0人　 0人　

（0） （0）

1人　 35人　

（15） （12） （14） （6） （47） （1） （35）

0人　

学部等の名称
基幹教員

助手 基 幹 教 員 以 外 の 教 員
（ 助 手 を 除 く ）

教授 准教授 講師 助教 計

（17） （11） （25） （0） （53） （0）

17人　 11人　 25人　 0人　

（345）

345人　0人　

新

計（ａ～ｄ）
4人　 1人　 4人　

（0） （0）

（0）

ｄ．基幹教員のうち，専ら当該大学の教育研究に従事す
　　る者以外の者又は当該大学の教育研究に従事し，か
　　つ専ら当該大学の複数の学部等で教育研究に従事す
　　る者であって，年間８単位以上の授業科目を担当
　　するもの（ａ，ｂ又はcに該当する者を除く）

0人　 0人　 0人　 0人　 0人　

（0） （0） （0）

（0） （0）

（0） （0）

計（ａ～ｄ）
17人　 11人　 25人　

（0）（0）（0）

ａ．基幹教員のうち，専ら当該学部等の教育研究に従事
　　する者であって，主要授業科目を担当するもの

4人　

（4） （1） （4） （0） （9） （0） （111）

薬学部　薬学科

ｂ．基幹教員のうち，専ら当該学部等の教育研究に従事
　　する者であって，年間８単位以上の授業科目を担当
　　するもの（ａに該当する者を除く）

小計（ａ～ｂ）
17人　 11人　

大学設置基準別表第一イ
に定める基幹教員数の四
分の三の数　26人（17） （11） （25） （0） （53）

0人　 0人　 0人　 0人　

25人　 0人　 53人　

（17） （11） （25）

獣医学部　獣医学科
15人　 12人　 14人　 6人　 47人　

（9）

ｃ．基幹教員のうち，専ら当該大学の教育研究に従事す
　　る者であって，年間８単位以上の授業科目を担当す
　　るもの（ａ又はｂに該当する者を除く）

0人　 0人　 0人　 0人　

0人　 53人　

（17） （11） （25） （0） （53）

薬学部　生命創薬科学科
4人　 1人　 4人　 0人　 9人　 0人　 111人　

（4） （1） （4）

1人　 4人　 0人　

ｂ．基幹教員のうち，専ら当該学部等の教育研究に従事
　　する者であって，年間８単位以上の授業科目を担当
　　するもの（ａに該当する者を除く）

0人　 0人　 0人　 0人　

（0） （0） （0） （0） （0）

9人　

0人　 9人　

（4） （1） （4） （0）

（0） （9）

0人　

（4） （1） （4） （0） （9）

0人　

（0） （0） （0）

小計（ａ～ｂ）
4人　 1人　 4人　

（0） （0）

ｄ．基幹教員のうち，専ら当該大学の教育研究に従事す
　　る者以外の者又は当該大学の教育研究に従事し，か
　　つ専ら当該大学の複数の学部等で教育研究に従事す
　　る者であって，年間８単位以上の授業科目を担当
　　するもの（ａ，ｂ又はcに該当する者を除く）

0人　 0人　 0人　 0人　 0人　

（0） （0） （0） （0） （0）

9人　
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5人　 3人　 2人　 2人　 12人　

（5） （3） （2） （2） （12）

2人　 2人　

（12）

ｃ．基幹教員のうち，専ら当該大学の教育研究に従事す
　　る者であって，年間８単位以上の授業科目を担当す
　　るもの（ａ又はｂに該当する者を除く）

0人　 0人　 0人　 0人　 0人　

（0） （0） （0） （0） （0）

大学設置基準別表第一イ
に定める基幹教員数の四
分の三の数　7人

ｄ．基幹教員のうち，専ら当該大学の教育研究に従事す
　　る者以外の者又は当該大学の教育研究に従事し，か
　　つ専ら当該大学の複数の学部等で教育研究に従事す
　　る者であって，年間８単位以上の授業科目を担当
　　するもの（ａ，ｂ又はcに該当する者を除く）

0人　 0人　 0人　 0人　 0人　

（0） （0） （0） （0） （0）

計（ａ～ｄ）

（0） （129）

ａ．基幹教員のうち，専ら当該学部等の教育研究に従事
　　する者であって，主要授業科目を担当するもの

5人　 3人　 2人　 2人　 12人　

（5） （3） （2） （2） （12）

ｂ．基幹教員のうち，専ら当該学部等の教育研究に従事
　　する者であって，年間８単位以上の授業科目を担当
　　するもの（ａに該当する者を除く）

0人　 0人　 0人　 0人　 0人　

（0） （0） （0） （0） （0）

小計（ａ～ｂ）
5人　 3人　 12人　

（5）

大学設置基準別表第一イ
に定める基幹教員数の四
分の三の数　10人

大学設置基準別表第一イ
に定める基幹教員数の四
分の三の数　13人

大学設置基準別表第一イ
に定める基幹教員数の四
分の三の数　105人

2人　 2人　 12人　 0人　 135人　

（5） （3） （2）
獣医学部　グリーン環境創成科学科

5人　 3人　

（2） （12）

（3） （2） （2）

計（ａ～ｄ）
10人　 6人　 10人　 9人　 35人　

（10） （6） （10） （9） （35）

（0） （0） （0） （0） （0）

（0）

小計（ａ～ｂ）
10人　 6人　 10人　 9人　

（0） （0）

ｃ．基幹教員のうち，専ら当該大学の教育研究に従事す
　　る者であって，年間８単位以上の授業科目を担当す
　　るもの（ａ又はｂに該当する者を除く）

0人　 0人　 0人　 0人　 0人　

（10） （6） （10） （9） （35）

6人　 10人　 9人　 35人　

（10） （6） （10） （9） （35）

ｂ．基幹教員のうち，専ら当該学部等の教育研究に従事
　　する者であって，年間８単位以上の授業科目を担当
　　するもの（ａに該当する者を除く）

0人　 0人　 0人　 0人　 0人　

（0） （0）

35人　

看護学部　看護学科
10人　 6人　 10人　 9人　 35人　 0人　 174人　

（10） （6） （10） （9） （35） （0） （174）

（0） （0）

ｄ．基幹教員のうち，専ら当該大学の教育研究に従事す
　　る者以外の者又は当該大学の教育研究に従事し，か
　　つ専ら当該大学の複数の学部等で教育研究に従事す
　　る者であって，年間８単位以上の授業科目を担当
　　するもの（ａ，ｂ又はcに該当する者を除く）

0人　 0人　 0人　 0人　 0人　

（0） （0） （0）

ａ．基幹教員のうち，専ら当該学部等の教育研究に従事
　　する者であって，主要授業科目を担当するもの

10人　

（0） （0）

ｃ．基幹教員のうち，専ら当該大学の教育研究に従事す
　　る者であって，年間８単位以上の授業科目を担当す
　　るもの（ａ又はｂに該当する者を除く）

0人　 0人　 0人　 0人　 0人　

（12） （6） （11） （0） （29）

計（ａ～ｄ）
12人　 6人　 11人　 0人　 29人　

（12） （6） （11） （0） （29）

ａ．基幹教員のうち，専ら当該学部等の教育研究に従事
　　する者であって，主要授業科目を担当するもの

12人　 6人　 11人　 0人　 29人　

（12） （6） （11） （0） （29）

ｂ．基幹教員のうち，専ら当該学部等の教育研究に従事
　　する者であって，年間８単位以上の授業科目を担当
　　するもの（ａに該当する者を除く）

0人　 0人　 0人　 0人　 0人　

（0） （0）

（0） （0） （0） （0） （0）

（0）

小計（ａ～ｂ）
12人　 6人　 11人　 0人　 29人　

海洋生命科学部　海洋生命科学科
12人　 6人　 11人　 0人　 29人　 0人　 27人　

（12） （6） （11） （0） （29） （0） （27）

（0） （0）

ｄ．基幹教員のうち，専ら当該大学の教育研究に従事す
　　る者以外の者又は当該大学の教育研究に従事し，か
　　つ専ら当該大学の複数の学部等で教育研究に従事す
　　る者であって，年間８単位以上の授業科目を担当
　　するもの（ａ，ｂ又はcに該当する者を除く）

0人　 0人　 0人　 0人　 0人　

（0） （0） （0）

（0） （0）

ｄ．基幹教員のうち，専ら当該大学の教育研究に従事す
　　る者以外の者又は当該大学の教育研究に従事し，か
　　つ専ら当該大学の複数の学部等で教育研究に従事す
　　る者であって，年間８単位以上の授業科目を担当
　　するもの（ａ，ｂ又はcに該当する者を除く）

0人　 0人　 0人　 0人　 0人　

（0） （0） （0） （0） （0）

ｃ．基幹教員のうち，専ら当該大学の教育研究に従事す
　　る者であって，年間８単位以上の授業科目を担当す
　　るもの（ａ又はｂに該当する者を除く）

0人　 0人　 0人　 0人　 0人　

（65） （33） （97） （0） （195）

計（ａ～ｄ）
65人　 33人　 97人　 0人　 195人　

（65） （33） （97） （0） （195）

ａ．基幹教員のうち，専ら当該学部等の教育研究に従事
　　する者であって，主要授業科目を担当するもの

65人　 33人　 97人　 0人　 195人　

（65） （33） （97） （0） （195）

ｂ．基幹教員のうち，専ら当該学部等の教育研究に従事
　　する者であって，年間８単位以上の授業科目を担当
　　するもの（ａに該当する者を除く）

0人　 0人　 0人　 0人　 0人　

（0） （0）

（0） （0） （0） （0） （0）

（0）

小計（ａ～ｂ）
65人　 33人　 97人　 0人　 195人　

医学部　医学科
65人　 33人　 97人　 0人　 195人　 0人　 790人　

（65） （33） （97） （0） （195） （0） （790）

-基本計画書-4-



大学設置基準別表第一イ
に定める基幹教員数の四
分の三の数　6人

大学設置基準別表第一イ
に定める基幹教員数の四
分の三の数　6人

大学設置基準別表第一イ
に定める基幹教員数の四
分の三の数　6人

大学設置基準別表第一イ
に定める基幹教員数の四
分の三の数　6人

計（ａ～ｄ）
4人　 5人　 4人　 2人　 15人　

（4） （5） （4） （2） （15）

ａ．基幹教員のうち，専ら当該学部等の教育研究に従事
　　する者であって，主要授業科目を担当するもの

4人　 5人　 4人　 2人　 15人　

（4） （5） （4） （2） （15）

ｂ．基幹教員のうち，専ら当該学部等の教育研究に従事
　　する者であって，年間８単位以上の授業科目を担当
　　するもの（ａに該当する者を除く）

0人　 0人　 0人　 0人　 0人　

（0） （0）

（0） （0） （0） （0） （0）

（0）

小計（ａ～ｂ）
4人　 5人　 4人　 2人　

（4） （2） （15）

15人　

（0）

0人　 41人　

（4） （5） （4） （2） （15） （0） （41）

（0） （0）

ｄ．基幹教員のうち，専ら当該大学の教育研究に従事す
　　る者以外の者又は当該大学の教育研究に従事し，か
　　つ専ら当該大学の複数の学部等で教育研究に従事す
　　る者であって，年間８単位以上の授業科目を担当
　　するもの（ａ，ｂ又はcに該当する者を除く）

0人　 0人　 0人　 0人　 0人　

（0） （0） （0） （0）

ｃ．基幹教員のうち，専ら当該大学の教育研究に従事す
　　る者であって，年間８単位以上の授業科目を担当す
　　るもの（ａ又はｂに該当する者を除く）

0人　 0人　 0人　 0人　 0人　

（4） （5）

計（ａ～ｄ）
4人　 2人　 6人　 0人　 12人　

（4） （2） （6） （0） （12）

医療衛生学部　保健衛生学科
4人　 5人　 4人　 2人　 15人　

ａ．基幹教員のうち，専ら当該学部等の教育研究に従事
　　する者であって，主要授業科目を担当するもの

4人　 2人　 6人　 0人　 12人　

（4） （2） （6） （0） （12）

ｂ．基幹教員のうち，専ら当該学部等の教育研究に従事
　　する者であって，年間８単位以上の授業科目を担当
　　するもの（ａに該当する者を除く）

0人　 0人　 0人　 0人　 0人　

（0） （0）

（0） （0） （0） （0） （0）

（0）

小計（ａ～ｂ）
4人　 2人　 6人　 0人　

（6） （0） （12）

12人　

（0）

0人　 43人　

（4） （2） （6） （0） （12） （0） （43）

（0） （0）

ｄ．基幹教員のうち，専ら当該大学の教育研究に従事す
　　る者以外の者又は当該大学の教育研究に従事し，か
　　つ専ら当該大学の複数の学部等で教育研究に従事す
　　る者であって，年間８単位以上の授業科目を担当
　　するもの（ａ，ｂ又はcに該当する者を除く）

0人　 0人　 0人　 0人　 0人　

（0） （0） （0） （0）

ｃ．基幹教員のうち，専ら当該大学の教育研究に従事す
　　る者であって，年間８単位以上の授業科目を担当す
　　るもの（ａ又はｂに該当する者を除く）

0人　 0人　 0人　 0人　 0人　

（4） （2）

計（ａ～ｄ）
4人　 4人　 3人　 0人　 11人　

（4） （4） （3） （0） （11）

理学部　生物科学科
4人　 2人　 6人　 0人　 12人　

ａ．基幹教員のうち，専ら当該学部等の教育研究に従事
　　する者であって，主要授業科目を担当するもの

4人　 4人　 3人　 0人　 11人　

（4） （4） （3） （0） （11）

ｂ．基幹教員のうち，専ら当該学部等の教育研究に従事
　　する者であって，年間８単位以上の授業科目を担当
　　するもの（ａに該当する者を除く）

0人　 0人　 0人　 0人　 0人　

（0） （0）

（0） （0） （0） （0） （0）

（0）

小計（ａ～ｂ）
4人　 4人　 3人　 0人　

（3） （0） （11）

11人　

（0）

0人　 38人　

（4） （4） （3） （0） （11） （0） （38）

（0） （0）

ｄ．基幹教員のうち，専ら当該大学の教育研究に従事す
　　る者以外の者又は当該大学の教育研究に従事し，か
　　つ専ら当該大学の複数の学部等で教育研究に従事す
　　る者であって，年間８単位以上の授業科目を担当
　　するもの（ａ，ｂ又はcに該当する者を除く）

0人　 0人　 0人　 0人　 0人　

（0） （0） （0） （0）

ｃ．基幹教員のうち，専ら当該大学の教育研究に従事す
　　る者であって，年間８単位以上の授業科目を担当す
　　るもの（ａ又はｂに該当する者を除く）

0人　 0人　 0人　 0人　 0人　

（4） （4）

（0） （13）

13人　

計（ａ～ｄ）
4人　 2人　 7人　 0人　 13人　

（4） （2） （7） （0） （13）

理学部　化学科
4人　 4人　 3人　 0人　 11人　

ａ．基幹教員のうち，専ら当該学部等の教育研究に従事
　　する者であって，主要授業科目を担当するもの

4人　 2人　 7人　 0人　 13人　

（4） （2） （7） （0） （13）

ｂ．基幹教員のうち，専ら当該学部等の教育研究に従事
　　する者であって，年間８単位以上の授業科目を担当
　　するもの（ａに該当する者を除く）

0人　 0人　 0人　 0人　 0人　

（0） （0）

（0） （0） （0） （0） （0）

（0）

小計（ａ～ｂ）
4人　 2人　 7人　 0人　

（0）

0人　 17人　

（4） （2） （7） （0） （13） （0） （17）

（0） （0）

ｄ．基幹教員のうち，専ら当該大学の教育研究に従事す
　　る者以外の者又は当該大学の教育研究に従事し，か
　　つ専ら当該大学の複数の学部等で教育研究に従事す
　　る者であって，年間８単位以上の授業科目を担当
　　するもの（ａ，ｂ又はcに該当する者を除く）

0人　 0人　 0人　 0人　 0人　

（0） （0） （0） （0）

ｃ．基幹教員のうち，専ら当該大学の教育研究に従事す
　　る者であって，年間８単位以上の授業科目を担当す
　　るもの（ａ又はｂに該当する者を除く）

0人　 0人　 0人　 0人　 0人　

（4） （2） （7）

理学部　物理学科
4人　 2人　 7人　 0人　 13人　

設
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大学設置基準別表第一イ
に定める基幹教員数の四
分の三の数　12人

大学設置基準別表第一イ
に定める基幹教員数の四
分の三の数　8人

大学設置基準別表第一イ
に定める基幹教員数の四
分の三の数　8人

大学設置基準別表第一イ
に定める基幹教員数の四
分の三の数　7人

計（ａ～ｄ）
8人　 3人　 3人　 4人　 18人　

（8） （3） （3） （4） （18）

ａ．基幹教員のうち，専ら当該学部等の教育研究に従事
　　する者であって，主要授業科目を担当するもの

8人　 3人　 3人　 4人　 18人　

（8） （3） （3） （4） （18）

ｂ．基幹教員のうち，専ら当該学部等の教育研究に従事
　　する者であって，年間８単位以上の授業科目を担当
　　するもの（ａに該当する者を除く）

0人　 0人　 0人　 0人　 0人　

（0） （0）

（0） （0） （0） （0） （0）

（0）

小計（ａ～ｂ）
8人　 3人　 3人　 4人　

（3） （4） （18）

18人　

（0）

0人　 114人　

（8） （3） （3） （4） （18） （0） （114）

（0） （0）

ｄ．基幹教員のうち，専ら当該大学の教育研究に従事す
　　る者以外の者又は当該大学の教育研究に従事し，か
　　つ専ら当該大学の複数の学部等で教育研究に従事す
　　る者であって，年間８単位以上の授業科目を担当
　　するもの（ａ，ｂ又はcに該当する者を除く）

0人　 0人　 0人　 0人　 0人　

（0） （0） （0） （0）

ｃ．基幹教員のうち，専ら当該大学の教育研究に従事す
　　る者であって，年間８単位以上の授業科目を担当す
　　るもの（ａ又はｂに該当する者を除く）

0人　 0人　 0人　 0人　 0人　

（8） （3）

計（ａ～ｄ）
14人　 9人　 14人　 9人　 46人　

（14） （9） （14） （9） （46）

未来工学部　データサイエンス学科
8人　 3人　 3人　 4人　 18人　

ａ．基幹教員のうち，専ら当該学部等の教育研究に従事
　　する者であって，主要授業科目を担当するもの

14人　 9人　 14人　 9人　 46人　

（14） （9） （14） （9） （46）

ｂ．基幹教員のうち，専ら当該学部等の教育研究に従事
　　する者であって，年間８単位以上の授業科目を担当
　　するもの（ａに該当する者を除く）

0人　 0人　 0人　 0人　 0人　

（0） （0）

（0） （0） （0） （0） （0）

（0）

小計（ａ～ｂ）
14人　 9人　 14人　 9人　

（14） （9） （46）

46人　

（0）

2人　 263人　

（14） （9） （14） （9） （46） （2） （263）

（0） （0）

ｄ．基幹教員のうち，専ら当該大学の教育研究に従事す
　　る者以外の者又は当該大学の教育研究に従事し，か
　　つ専ら当該大学の複数の学部等で教育研究に従事す
　　る者であって，年間８単位以上の授業科目を担当
　　するもの（ａ，ｂ又はcに該当する者を除く）

0人　 0人　 0人　 0人　 0人　

（0） （0） （0） （0）

ｃ．基幹教員のうち，専ら当該大学の教育研究に従事す
　　る者であって，年間８単位以上の授業科目を担当す
　　るもの（ａ又はｂに該当する者を除く）

0人　 0人　 0人　 0人　 0人　

（14） （9）

計（ａ～ｄ）
9人　 8人　 8人　 6人　 31人　

（9） （8） （8） （6） （31）

医療衛生学部　リハビリテーション学科
14人　 9人　 14人　 9人　 46人　

ａ．基幹教員のうち，専ら当該学部等の教育研究に従事
　　する者であって，主要授業科目を担当するもの

9人　 8人　 8人　 6人　 31人　

（9） （8） （8） （6） （31）

ｂ．基幹教員のうち，専ら当該学部等の教育研究に従事
　　する者であって，年間８単位以上の授業科目を担当
　　するもの（ａに該当する者を除く）

0人　 0人　 0人　 0人　 0人　

（0） （0）

（0） （0） （0） （0） （0）

（0）

小計（ａ～ｂ）
9人　 8人　 8人　 6人　

（8） （6） （31）

31人　

（0）

0人　 164人　

（9） （8） （8） （6） （31） （0） （164）

（0） （0）

ｄ．基幹教員のうち，専ら当該大学の教育研究に従事す
　　る者以外の者又は当該大学の教育研究に従事し，か
　　つ専ら当該大学の複数の学部等で教育研究に従事す
　　る者であって，年間８単位以上の授業科目を担当
　　するもの（ａ，ｂ又はcに該当する者を除く）

0人　 0人　 0人　 0人　 0人　

（0） （0） （0） （0）

ｃ．基幹教員のうち，専ら当該大学の教育研究に従事す
　　る者であって，年間８単位以上の授業科目を担当す
　　るもの（ａ又はｂに該当する者を除く）

0人　 0人　 0人　 0人　 0人　

（9） （8）

計（ａ～ｄ）
10人　 0人　 5人　 5人　 20人　

（10） （0） （5） （5） （20）

医療衛生学部　医療工学科
9人　 8人　 8人　 6人　 31人　

ａ．基幹教員のうち，専ら当該学部等の教育研究に従事
　　する者であって，主要授業科目を担当するもの

10人　 0人　 5人　 5人　 20人　

（10） （0） （5） （5） （20）

ｂ．基幹教員のうち，専ら当該学部等の教育研究に従事
　　する者であって，年間８単位以上の授業科目を担当
　　するもの（ａに該当する者を除く）

0人　 0人　 0人　 0人　 0人　

（0） （0）

（0） （0） （0） （0） （0）

（0）

小計（ａ～ｂ）
10人　 0人　 5人　 5人　

（5） （5） （20）

20人　

（0）

0人　 150人　

（10） （0） （5） （5） （20） （0） （150）

（0） （0）

ｄ．基幹教員のうち，専ら当該大学の教育研究に従事す
　　る者以外の者又は当該大学の教育研究に従事し，か
　　つ専ら当該大学の複数の学部等で教育研究に従事す
　　る者であって，年間８単位以上の授業科目を担当
　　するもの（ａ，ｂ又はcに該当する者を除く）

0人　 0人　 0人　 0人　 0人　

（0） （0） （0） （0）

ｃ．基幹教員のうち，専ら当該大学の教育研究に従事す
　　る者であって，年間８単位以上の授業科目を担当す
　　るもの（ａ又はｂに該当する者を除く）

0人　 0人　 0人　 0人　 0人　

（10） （0）

医療衛生学部　医療検査学科
10人　 0人　 5人　 5人　 20人　

-基本計画書-6-



（17）（5）（4）（0）（8）

17人　5人　4人　0人　8人　
計（ａ～ｄ）

ｄ．基幹教員のうち，専ら当該大学の教育研究に従事す
　　る者以外の者又は当該大学の教育研究に従事し，か
　　つ専ら当該大学の複数の学部等で教育研究に従事す
　　る者であって，年間８単位以上の授業科目を担当
　　するもの（ａ，ｂ又はcに該当する者を除く）

0人　 0人　 0人　 0人　 0人　

（0） （0） （0） （0） （0）

594人　50人　227人　112人　205人　
計

（2599）（8）（594）（50）（227）（112）（205）

2605人　8人　

－ －

（－） （－） （－） （－） （－） （－） （－）

大学設置基準別表第一イ
に定める基幹教員数の四
分の三の数　11人

大学設置基準別表第一イ
に定める基幹教員数の四
分の三の数　9人

－

計
－ － － － －

ｄ．基幹教員のうち，専ら当該大学の教育研究に従事す
　　る者以外の者又は当該大学の教育研究に従事し，か
　　つ専ら当該大学の複数の学部等で教育研究に従事す
　　る者であって，年間８単位以上の授業科目を担当
　　するもの（ａ，ｂ又はcに該当する者を除く）

－ － － － －

（－） （－） （－） （－） （－）

計（ａ～ｄ）
－ － － － －

（－） （－） （－） （－） （－）

－ － － － －

（－） （－） （－） （－） （－）

ｃ．基幹教員のうち，専ら当該大学の教育研究に従事す
　　る者であって，年間８単位以上の授業科目を担当す
　　るもの（ａ又はｂに該当する者を除く）

－ － － － －

（－） （－） （－） （－） （－）

（－） （－） （－） （－） （－） （－） （－）

ａ．基幹教員のうち，専ら当該学部等の教育研究に従事
　　する者であって，主要授業科目を担当するもの

－ － － － － 大学設置基準別表第一イ
に定める基幹教員数の四
分の三の数　7人（－） （－） （－） （－） （－）

ｂ．基幹教員のうち，専ら当該学部等の教育研究に従事
　　する者であって，年間８単位以上の授業科目を担当
　　するもの（ａに該当する者を除く）

－ － － －

（－） （－） （－） （－）

（5）

（0）

0人　0人　0人　

（17）

ｂ．基幹教員のうち，専ら当該学部等の教育研究に従事
　　する者であって，年間８単位以上の授業科目を担当
　　するもの（ａに該当する者を除く）

0人　 0人　 0人　

（0）

計（ａ～ｄ）
6人　 1人　 5人　 1人　

ｃ．基幹教員のうち，専ら当該大学の教育研究に従事す
　　る者であって，年間８単位以上の授業科目を担当す
　　るもの（ａ又はｂに該当する者を除く）

（0）（0）（0）（0）

0人　0人　

1人　 65人　

（8） （0） （4） （5） （17） （1） （65）

（0） （0） （0）

（0）

小計（ａ～ｂ）
8人　 0人　 4人　 5人　 17人　

（8） （0） （4） （5） （17）

0人　0人　

ａ．基幹教員のうち，専ら当該学部等の教育研究に従事
　　する者であって，主要授業科目を担当するもの

8人　 0人　 4人　 5人　 17人　

健康科学部　医療検査学科
8人　 0人　 4人　 5人　 17人　

ａ．基幹教員のうち，専ら当該学部等の教育研究に従事
　　する者であって，主要授業科目を担当するもの

6人　 1人　 5人　 1人　 13人　

（6） （1） （5） （1） （13）

ｂ．基幹教員のうち，専ら当該学部等の教育研究に従事
　　する者であって，年間８単位以上の授業科目を担当
　　するもの（ａに該当する者を除く）

0人　 0人　 0人　 0人　 0人　

（0） （0）

（0） （0） （0）

（0）

小計（ａ～ｂ）
6人　 1人　 5人　 1人　

（5） （1） （13）

13人　

（0）

4人　

13人　

（6） （1） （5） （1） （13）

41人　

（6） （1） （5） （1） （13） （4） （41）

（0） （0）

ｄ．基幹教員のうち，専ら当該大学の教育研究に従事す
　　る者以外の者又は当該大学の教育研究に従事し，か
　　つ専ら当該大学の複数の学部等で教育研究に従事す
　　る者であって，年間８単位以上の授業科目を担当
　　するもの（ａ，ｂ又はcに該当する者を除く）

0人　 0人　 0人　 0人　 0人　

（0） （0） （0） （0）

ｃ．基幹教員のうち，専ら当該大学の教育研究に従事す
　　る者であって，年間８単位以上の授業科目を担当す
　　るもの（ａ又はｂに該当する者を除く）

0人　 0人　 0人　 0人　 0人　

（6） （1）

（0） （0）

健康科学部　看護学科
6人　 1人　 5人　 1人　 13人　

分

（8） （0） （4）

8人　 2605人　

（205） （112） （227） （50） （594） （8） （2599）

594人　

既

設

分

合 計
205人　 112人　 227人　 50人　

該当なし
－ － － － － － －

（－）

小計（ａ～ｂ）
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大学全体

※大学全体

※令和6年6月学部
の学科の設置届出
／受理

薬学部

薬学科

薬学科
（2年次編入）

生命創薬科学科

生命創薬科学科
（2年次編入）

獣医学部

獣医学科

獣医学科
（2年次学士入学）

動物資源科学科

グリーン環境創成科学科

医学部

医学部
（1年次9月学士入学）

海洋生命科学部

看護学部

理学部

物理学科

化学科

生物科学科

医療衛生学部

医療衛生学部
（2年次編入）

－

－

－

－

－

－

2,050千円

－

－

2,230千円

2,130千円

－

－

5,700千円

5,700千円

－

－

－

－

－

－

1,800千円 1,500千円 1,500千円 1,500千円 －

1,700千円 1,400千円 1,400千円 1,400千円 －

健康科学部

看護学科

医療検査学科

－ － 1,950千円 1,750千円 －

－ － － 1,950千円 －

1,650千円 1,600千円 1,600千円 1,600千円 －

医療衛生学部
（3年次編入）

医療衛生学部
（4年次編入）

未来工学部

1,755千円 1,655千円 1,655千円 1,655千円 －

1,800千円 1,750千円 1,750千円 1,750千円 －

－ 1,950千円 1,750千円 1,750千円 －

1,705千円 1,555千円 1,555千円 1,555千円 －

1,705千円 1,555千円 1,555千円 1,555千円 －

5,870千円 6,400千円 6,400千円 5,700千円 5,700千円

1,500千円 1,480千円 1,480千円 1,480千円 －

1,900千円 1,700千円 1,700千円 1,700千円 －

1,350千円 1,300千円 1,300千円 1,300千円 －

1,650千円 1,600千円 1,600千円 1,600千円 －

9,000千円 6,400千円 6,400千円 5,700千円 5,700千円

2,330千円 2,230千円 2,230千円 2,230千円 2,230千円

－ 2,430千円 2,130千円 2,130千円 2,130千円

－ 2,450千円 2,050千円 2,050千円 2,050千円

2,070千円 1,670千円 1,670千円 1,670千円 －

－ 2,070千円 1,670千円 1,670千円 －

2,350千円 2,050千円 2,050千円 2,050千円 2,050千円 2,050千円

※図書費には電子
ジャーナル・デー
タベースの整備費
（運用コスト含
む）を含む。

指 導 補 助 者
0人 0人 0人

（0） （0）

計

11,343,405.19㎡

合 計 11,943,322.75㎡ 0㎡

801人

職 種 専　　属 その他 計

事 務 職 員
374人 113人 487人

（374）

図 書 館 職 員
36人 12人 48人

（36） （12） （48）

（113） （487）

技 術 職 員
117人 98人 215人

（117） （98） （215）

共用する他の
学校等の専用

計

0㎡ 0㎡ 294,346.44㎡

（294,346.44㎡） （0㎡） （0㎡） （294,346.44㎡）

294,346.44㎡

（0）

そ の 他 の 職 員
27人 24人 51人

（27） （24） （51）

計
554人 247人

（554） （247） （801）

0㎡ 11,943,322.75㎡

校

地

等

区 分 専　　用 共　　用
共用する他の
学校等の専用

冊 〔うち外国書〕

（340,548〔53,539〕） （27,517〔17,458〕） (243,849〔139,593〕) (58,996〔44,179〕) (45,756)

種 〔うち外国書〕 点

図書 学術雑誌 機械・器具

340,548〔53,539〕　

校 舎 敷 地 599,917.56㎡ 0㎡ 0㎡ 599,917.56㎡

そ の 他 11,343,405.19㎡ 0㎡ 0㎡

教 室 ・ 教 員 研 究 室 教 室 732室 教 員 研 究 室 608室

校 舎

専　　用 共　　用

スポーツ施設等
スポーツ施設 講堂 厚生補導施設

大学全体
34,955.03㎡ 1,454.57㎡ 16,143.95㎡

（340,548〔53,539〕） （27,517〔17,458〕） (243,849〔139,593〕) (58,996〔44,179〕) (45,756)
計

340,548〔53,539〕　 27,517〔17,458〕　 243,849〔139,593〕　 58,996〔44,179〕　 45,756

図
書
・
設
備

新設学部等の名称

大学全体
27,517〔17,458〕　 243,849〔139,593〕 58,996〔44,179〕　 45,756

〔うち外国書〕 電子図書 〔うち外国書〕 電子ジャーナル

千円 千円

550,550千円 550,550千円

学生１人当り
納付金

第１年次 第２年次 第３年次 第４年次 第５年次 第６年次

千円

経費
の見
積り
及び
維持
方法
の概
要

経費
の見
積り

区　分 開設前年度 第１年次 第２年次

図 書 購 入 費 573,407千円 573,407千円 573,407千円

共 同 研 究 費 等 1,264,411千円 1,264,411千円

千円

926千円

1,264,411千円 1,264,411千円 1,264,411千円 1,264,411千円

第６年次第５年次

教員１人当り研究費等

573,407千円 573,407千円 573,407千円 573,407千円

第３年次 第４年次

設 備 購 入 費 1,899,990千円 2,662,550千円 669,550千円 550,550千円 550,550千円

千円 千円

926千円 926千円 926千円 926千円 926千円

(149,787)

標本

点

149,787

(149,787)

149,787
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薬学研究科修士課程

薬学研究科博士課程

薬学専攻

薬科学専攻

獣医学系研究科修士課程

獣医学系研究科博士課程

獣医学専攻

動物資源科学専攻

海洋生命科学研究科修士課程

海洋生命科学研究科博士課程

看護学研究科修士課程
(看護学研究コース)

看護学研究科修士課程
(高度実践看護学コース)

看護学研究科博士課程

理学研究科修士課程

理学研究科博士課程

医療系研究科修士課程
(臨床心理学コース以外)

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

950千円 750千円 － － －

950千円 750千円 750千円 － －

950千円 750千円 － － －

感染制御科学府修士課程

感染制御科学府博士課程

未来工学研究科修士課程

985千円 785千円 － － －

1,150千円 950千円 － － －

985千円 785千円 785千円 785千円 －

医療系研究科修士課程
(臨床心理学コース)

医療系研究科博士課程

950千円 750千円 750千円 － －

950千円 750千円 － － －

950千円 750千円 750千円 － －

800千円 550千円 550千円 － －

830千円 630千円 － － －

950千円 750千円 － － －

650千円 450千円 450千円 450千円 －

650千円 450千円 450千円 － －

800千円 550千円 － － －

950千円 750千円 750千円 － －

650千円 450千円 － － －

850千円 650千円 － － －

950千円 750千円 750千円 750千円 －

学生納付金以外の維持方法の概要 経常費補助金特別補助（共同研究）申請による補助金収入及び北里大学各種規程に基づく研究関連収入
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倍年 人 年次
人

人

所　在　地

40 ― 160 学士（作業療法学） 1.00

大 学 等 の 名 称 　北里大学

学 部 等 の 名 称
修業
年限

入学
定員

編入学
定　員

収容
定員

学位又
は称号

収 容 定 員
充 足 率

開設
年度

　データサイエンス学科

健康科学部

看護学科 4 80

医療検査学科 4 80

薬学部 295 ― 1,700 1.02

　薬学科 6 260 ― 1,560 学士（薬学） 1.01 平成18年度

　生命創薬科学科 4 35 ― 140 学士（薬科学） 1.11 平成18年度

獣医学部 320 ― 1,600 0.95

　獣医学科 6 120 ― 720 学士（獣医学） 1.09 平成19年度

　動物資源科学科 4 110 ― 520 学士（農学） 0.91 平成19年度

　生物環境科学科 4 90 ― 360 学士（農学） 0.71 平成19年度

医学部

　医学科 6 126 ― 726 学士（医学） 1.03 昭和45年度

海洋生命科学部

　海洋生命科学科 4 180 ― 720 学士（水産学） 1.09 平成12年度

看護学部

　看護学科 4 125 ― 500 学士（看護学） 1.03 昭和61年度

理学部 213 ― 852 1.07

　物理学科 4 53 ― 212 学士（理学） 1.03 平成6年度

　化学科 4 80 ― 320 学士（理学） 1.09 平成6年度

　生物科学科 4 80 ― 320 学士（理学） 1.07 平成6年度

医療衛生学部 405 ― 1,620 1.04

　保健衛生学科 4 40 ― 160 学士（保健衛生学） 1.06 平成18年度

　医療検査学科 4 105 ― 420 学士（医療検査学） 1.04 平成18年度

　医療工学科 115 ― 460 1.03 平成6年度

　 臨床工学専攻 4 45 ― 180 学士（臨床工学） 1.03

未来工学部

　 作業療法学専攻 4

　 診療放射線技術学専攻 4 70 ― 280 学士（診療放射線技術科学） 1.03

― 580 1.03 平成6年度

― 180 学士（理学療法学） 1.04

　リハビリテーション学科 145

　 理学療法学専攻 4 45

　 言語聴覚療法学専攻 4 30 ― 120 学士（言語聴覚療法学） 1.11

4 30 ― 120 学士（視覚機能療法学） 0.99　 視覚機能療法学専攻

4 120 ― 220 学士（工学） 1.01 令和5年度

0.55

令和6年度

― 80 学士（医療検査学） 0.60 令和6年度

― 80 学士（看護学） 0.51

既
設
大
学
等
の
状
況

東京都港区白金
5丁目9番1号

神奈川県相模原市南区
北里1丁目15番1号（1年次）

青森県十和田市
東二十三番町35番1号

神奈川県相模原市南区
北里1丁目15番1号（1年次）

神奈川県相模原市南区
北里1丁目15番1号

神奈川県相模原市南区
北里1丁目15番1号

神奈川県相模原市南区
北里1丁目15番1号

神奈川県相模原市南区
北里1丁目15番1号

神奈川県相模原市南区
北里1丁目15番1号

神奈川県相模原市南区
北里1丁目15番1号

新潟県南魚沼市
黒土新田500

令和5年度開設
（100）
令和6年度入学定員増
（20人）

令和6年度開設
看護学科（80）
医療検査学科（80）

動物資源科学科
令和7年度入学定員減
（△10人）

令和2～5年度のみ
臨時入学定員減（△1
人）
令和2～3年度のみ
臨時入学定員増（9人）
令和4年度のみ
臨時入学定員増（11人）
令和5～6年度のみ
臨時入学定員増（16人）

生物環境科学科
令和7年より学生募集停
止
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未来工学研究科

　医科学専攻修士課程 2 40

　生物科学専攻博士後期課程 3 3

　分子科学専攻博士後期課程 3 2

　生物科学専攻修士課程 2 11

　分子科学専攻修士課程 2 14

― 12 博士（獣医学） 1.41

　薬科学専攻博士後期課程 3 6

医療系研究科

　獣医学専攻博士課程 4 3

― 18 博士（薬科学） 1.38

　薬科学専攻修士課程 2 25

大 学 等 の 名 称

学 部 等 の 名 称
修業
年限

入学
定員

薬学研究科

　生物環境科学専攻修士課程 2 5

獣医学系研究科

　動物資源科学専攻修士課程 2 5

　薬学専攻博士課程 4 3

　医学専攻博士課程 4 40 ― 160 博士（医学） 0.88 平成10年度

博士（医科学）

― 22

平成10年度

感染制御科学府

　感染制御科学専攻修士課程 2 18 ― 36 修士（感染制御科学） 1.22 平成14年度

修士（生命科学）

　感染制御科学専攻博士後期課程 3 4 ― 12 博士（感染制御科学） 0.75 平成16年度

博士（生命科学）

― 10 修士（工学） 1.00 令和6年度生命データサイエンス専攻修士課程 2 10

　動物資源科学専攻博士後期課程 3 3 ― 9 博士（農学） 0.88 昭和47年度

平成2年度

　海洋生命科学専攻修士課程 2 21 ― 42 修士（水産学） 1.57 平成12年度

海洋生命科学研究科

　海洋生命科学専攻博士後期課程 3 3 ― 9 博士（水産学） 0.77 平成12年度

看護学研究科

　看護学専攻修士課程 2 15 ― 30 修士（看護学） 1.23 平成2年度

　看護学専攻博士後期課程 3 4 ― 12 博士（看護学） 1.25 平成9年度

平成10年度

博士（生命科学）

理学研究科

― 28 修士（理学） 1.35 平成10年度

修士（理学） 1.00 平成10年度

修士（生命科学）

修士（生命科学）

― 6 博士（理学） 0.33

― 80 修士（医科学） 1.93 平成10年度

修士（医療科学）

博士（生命科学）

― 9 博士（理学） 0.66

編入学
定　員

収容
定員

収 容 定 員
充 足 率

開設
年度

博士（医薬開発学）

― 12 博士（薬学） 0.91 平成24年度

― 50 修士（薬科学） 1.50 平成22年度

修士（臨床統計学）

修士（医薬開発学）

既
設
大
学
等
の
状
況

年 人 年次
人

人 倍

東京都港区白金
5丁目9番1号

青森県十和田市
東二十三番町35番1号

神奈川県相模原市南区
北里1丁目15番1号 令和5年度入学定員増

（9人）

― 10

神奈川県相模原市南区
北里1丁目15番1号

神奈川県相模原市南区
北里1丁目15番1号

神奈川県相模原市南区
北里1丁目15番1号

東京都港区白金
5丁目9番1号

神奈川県相模原市南区
北里1丁目15番1号

令和6年度開設
（10）

　北里大学大学院

学位又
は称号

所　在　地

修士（農学） 1.40 昭和45年度

― 10 修士（農学） 0.30 昭和62年度

平成24年度

博士（臨床統計学）
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附属施設の概要

名　　称：北里大学病院
目　　的：大学設置基準（昭和31年文部省令第28号）に定める大学病院及び医療法（昭和23年法律第205号）に定める特定
機能病院として、高度な医療の提供、高度な医療技術の開発及び評価並びに医療に関する教育、研修等の諸活動を遂行
し、地域医療及び広く人類の健康福祉に貢献する。
所 在 地：神奈川県相模原市南区北里一丁目15番1号
設置年月：昭和46年4月5日
規 模 等：地上14階地下1階　92,776㎡
診療科　　　33科
病床数　　　1,185床
外来患者数　2,444.4人／日
入院患者数　819.0人／日

名　　称：北里大学北里研究所病院
目　　的：医療法による医療機関として北里医学の原点である土筆ヶ岡養生園以来の伝統を継承し、臨床・教育・研究・
危機管理の高次の均衡ある医療を実現し、医療全体の発展に寄与する。
所 在 地：東京都港区白金五丁目9番1号
設置年月：平成20年4月1日
規 模 等：地上10階地下2階　24,796㎡
診療科　　　22科
病床数　　　329床
外来患者数　772.9人／日
入院患者数　144.3人／日

名　　称：北里大学メディカルセンター
目　　的：医療法による医療機関として地域の医療を担い、また、教育及び研究の施設としての任務を果たすとともに、
広く人類の健康福祉に関する学術の研究発展に寄与する。
所 在 地：埼玉県北本市荒井6丁目100番地
設置年月：平成20年4月1日
規 模 等：地上6階地下2階　30,770.79㎡
診療科　　　24科
病床数　　　372床
外来患者数　649.5人／日
入院患者数　222.3人／日

名　　称：北里大学図書館（白金分館）
目　　的：本大学における教育研究等の活動に必要な図書及び資料等を収集し、及び整理し、これを効果的な利用に供す
るとともに文献その他の情報サービスを行い、本大学の教育研究等の充実及び発展に寄与する。
所 在 地：東京都港区白金五丁目9番1号
設置年月：昭和39年4月1日
規 模 等：面積　1,086.84㎡
閲覧席数　182席　　　蔵書数　82,462冊

名　　称：北里大学図書館（十和田分館）
目　　的：本大学における教育研究等の活動に必要な図書及び資料等を収集し、及び整理し、これを効果的な利用に供す
るとともに文献その他の情報サービスを行い、本大学の教育研究等の充実及び発展に寄与する。
所 在 地：青森県十和田市東二十三番町35番1号
設置年月：昭和51年3月31日
規 模 等：面積　1,302.87㎡
閲覧席数　222席　　　蔵書数　28,852冊

名　　称：北里大学図書館（医療系図書分館）
目　　的：本大学における教育研究等の活動に必要な図書及び資料等を収集し、及び整理し、これを効果的な利用に供す
るとともに文献その他の情報サービスを行い、本大学の教育研究等の充実及び発展に寄与する。
所 在 地：神奈川県相模原市南区北里一丁目15番1号
設置年月：昭和45年6月23日
規 模 等：面積　3,042.20㎡
閲覧席数　486席　　　蔵書数　70,188冊

名　　称：北里大学図書館（理学部分館）
目　　的：本大学における教育研究等の活動に必要な図書及び資料等を収集し、及び整理し、これを効果的な利用に供す
るとともに文献その他の情報サービスを行い、本大学の教育研究等の充実及び発展に寄与する。
所 在 地：神奈川県相模原市南区北里一丁目15番1号
設置年月：平成10年4月1日
規 模 等：面積　314.70㎡
閲覧席数　76席　　　蔵書数　31,401冊
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名　　称：北里大学図書館（新潟分館）
目　　的：本大学における教育研究等の活動に必要な図書及び資料等を収集し、及び整理し、これを効果的な利用に供す
るとともに文献その他の情報サービスを行い、本大学の教育研究等の充実及び発展に寄与する。
所 在 地：新潟県南魚沼市黒土新田500
設置年月：令和6年4月1日
規 模 等：面積　484.78㎡
閲覧席数　76席　　　蔵書数　22,334冊

名　　称：北里大学図書館（教養図書分館）
目　　的：本大学における教育研究等の活動に必要な図書及び資料等を収集し、及び整理し、これを効果的な利用に供す
るとともに文献その他の情報サービスを行い、本大学の教育研究等の充実及び発展に寄与する。
所 在 地：神奈川県相模原市南区北里一丁目15番1号
設置年月：昭和43年4月1日
規 模 等：面積　1,500.04㎡
閲覧席数　190席　　　蔵書数　111,538冊

名　　称：大村智記念研究所
目　　的：感染症と付随する各種重要疾病の原因・予防・治療法に関する研究と教育を行う。
所 在 地：東京都港区白金五丁目9番1号
設置年月：平成13年4月1日

名　　称：北里大学感染制御教育研究センター
目　　的：感染制御に関する世界最高水準の研究・教育拠点の形成を通じ、学内横断的に感染症の制圧に取組み、もって
社会に貢献する。
所 在 地：東京都港区白金五丁目9番1号
設置年月：令和5年4月1日

名　　称：北里大学入学センター
目　　的：学生の入学に関する調査研究，入学試験の実施、学生募集にかかる広報を行う。
所 在 地：神奈川県相模原市南区北里一丁目15番1号
設置年月：平成15年7月12日

名　　称：北里大学健康管理センター
目　　的：学生及び教職員に係る保健管理・健診事業を実施する。
所 在 地：神奈川県相模原市南区北里一丁目15番1号
設置年月：平成13年3月16日

名　　称：北里大学高等教育開発センター
目　　的：学士課程教育プログラムや教材の開発及び教育活動の継続的な改善の推進・支援を行う。
所 在 地：神奈川県相模原市南区北里一丁目15番1号
設置年月：平成19年4月1日

名　　称：北里大学農医連携教育開発センター
目　　的：食糧生産にかかわる農学と人間の健康増進に関わる人材を育成する。
所 在 地：神奈川県相模原市南区北里一丁目15番1号
設置年月：平成25年4月1日

名　　称：北里大学教職課程センター
目　　的：大学及び大学院の教職課程の基本方針を企画・立案・検討し、教職課程教育の充実及び発展に寄与する。
所 在 地：神奈川県相模原市南区北里一丁目15番1号
設置年月：平成25年4月1日
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名　　称：北里大学看護キャリア開発・研究センター
目　　的：地域看護職者のキャリア支援ならびに看護実践の向上に資する研究事業を実施する。
所 在 地：神奈川県相模原市南区北里一丁目15番1号
設置年月：平成19年4月1日

名　　称：北里大学附属臨床心理相談センター
目　　的：地域住民の様々なこころの問題などについて相談を受ける。
所 在 地：神奈川県相模原市南区北里一丁目15番1号
設置年月：平成24年4月1日

名　　称：八雲総合実習所
目　　的：学生の正課教育・課外活動等に利用する。
所 在 地：北海道二海郡八雲町上八雲751番地
設置年月：昭和53年7月23日
規 模 等：鉄筋コンクリート造5階建　1,336.98㎡

名　　称：薬学部附属薬用植物園
目　　的：標本園、試験圃場及び附属建物を設け、薬用植物に関連する調査及び研究を行うとともに、薬学部及び大学院
薬学研究科の教育及び研究に寄与する。
所 在 地：神奈川県相模原市南区北里一丁目15番1号
設置年月：昭和47年7月1日
規 模 等：園地　4,826.0㎡
　　　　　ドーム型温室　　　145.72㎡
温室管理棟　　　　509.22㎡
植栽植物　　　　　   891点
生薬・さく葉標本　18,739点

名　　称：薬学部附属医薬研究施設
目　　的：医薬品の研究を行う。
所 在 地：東京都港区白金五丁目9番1号
設置年月：昭和50年9月1日

名　　称：薬学部附属臨床薬学研究・教育センター
目　　的：臨床薬学教育を推進する。
所 在 地：東京都港区白金五丁目9番1号
設置年月：平成7年4月1日

名　　称：薬学部附属環境管理センター
目　　的：化学薬品，特に有害化学物質，毒・劇物危険物の管理などを行う。
所 在 地：東京都港区白金五丁目9番1号
設置年月：平成7年4月1日

名　　称：薬学部附属東洋医学総合研究所
目　　的：東洋医学の研究・教育を行うとともに、広く人類の健康福祉に貢献する。なお、改組に伴い北里大学附属から
薬学部附属となった。
所 在 地：東京都港区白金五丁目9番1号
設置年月：令和5年4月1日

名　　称：獣医学部附属動物病院
目　　的：獣医学の教育及び研究の施設としての機能を果たすため、動物の診療を行うとともに、地域社会に貢献する。
所 在 地：青森県十和田市東二十三番町35番1号
設置年月：昭和43年9月1日
規 模 等：V10号館　7,693.25㎡内
患畜頭数　13,526頭／年

名　　称：獣医学部附属フィールドサイエンスセンター　十和田農場
目　　的：獣医学部の附属教育研究施設として土地、動物、植物及びそれらを取り巻く環境を生命系として教育・研究を
行うとともに、これらの研究成果を通して、広く地域社会の発展に寄与する。
所 在 地：青森県十和田市東二十三番町35番1号
設置年月：平成13年4月1日
規 模 等：農場　112,911.00㎡
飼育家畜数　139頭

名　　称：獣医学部附属フィールドサイエンスセンター　八雲牧場
目　　的：獣医学部の附属教育研究施設として土地、動物、植物及びそれらを取り巻く環境を生命系として教育・研究を
行うとともに、これらの研究成果を通して、広く地域社会の発展に寄与する。
所 在 地：北海道二海郡八雲町上八雲751番地
設置年月：昭和51年4月
規 模 等：牧場3,521,932.19㎡
飼育家畜数　377頭
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名　　称：医学部附属医学教育研究開発センター
目　　的：医学教育を取巻く変革の現状を踏まえて、時代に則した卒前・卒後の臨床医学教育の研究開発を行い、もって
医学教育の発展と向上に寄与する。
所 在 地：神奈川県相模原市南区北里一丁目15番1号
設置年月：平成17年4月1日

名　　称：医学部附属臨床研究センター
目　　的：医療の質向上に資する治験及び臨床研究の推進と人材育成を行う。
所 在 地：神奈川県相模原市南区北里一丁目15番1号
設置年月：平成20年4月1日

名　　称：医学部附属新世紀医療開発センター
目　　的：先端医療領域開発部門と横断的医療開発部門を置き、臨床教育の活性化を図る。
所 在 地：神奈川県相模原市南区北里一丁目15番1号
設置年月：平成25年4月1日

名　　称：海洋生命科学部附属三陸臨海教育研究センター
目　　的：三陸海域の生態系・海洋環境及び海洋生物の生産・有効活用に関する総合的な研究の推進を行う。
所 在 地：岩手県大船渡市三陸町越喜来字烏頭160-4
設置年月：平成26年4月1日

名　　称：理学部附属疾患プロテオミクス・センター
目　　的：網羅的モノクロナール抗体作製、抗体産生細胞バンク確立、抗体医薬開発の基礎研究等を行う。
所 在 地：神奈川県相模原市南区北里一丁目15番1号
設置年月：平成17年4月1日

名　　称：医療衛生学部附属再生医療・細胞デザイン研究施設
目　　的：再生医療及び細胞治療の基礎技術の研究開発及び教育並びに実験動物による研究開発及び教育を行う。
所 在 地：神奈川県相模原市南区北里一丁目15番1号
設置年月：平成18年4月1日

名　　称：獣医学部附属獣医臨床試験センター
目　　的：獣医学部附属動物病院における治験を行い、獣医療の質の向上に資する科学的根拠を創り出す治験及び臨床研
究を推進、実施する。
所 在 地：青森県十和田市東二十三番町35番1号
設置年月：令和3年8月1日

名　　称：医学部附属遺伝子高次機能解析センター
目　　的：遺伝子高次機構解析を中核とした生命科学領域の基礎研究・応用研究と高度専門教育を行う。
所 在 地：神奈川県相模原市南区北里一丁目15番1号
設置年月：平成17年4月1日

名　　称：医学部附属バイオイメージング研究センター
目　　的：細胞レベルの形態および体内の活性標的分子の挙動等の解析を中核とした生命科学領域の基礎研究・応用研究
を行う。
所 在 地：神奈川県相模原市南区北里一丁目15番1号
設置年月：平成18年4月1日
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令和６年度 令和７年度

2
年次

3
年次

4
年次

2
年次

3
年次

4
年次

薬学部 薬学部

薬学科（６年制） 260 - - - 1,560 薬学科（６年制） 260 - - - 1,560

生命創薬科学科 35 - - - 140 生命創薬科学科 35 - - - 140

獣医学部 獣医学部

獣医学科（６年制） 120 - - - 720 獣医学科（６年制） 120 - - - 720

動物資源科学科 110 - - - 440 動物資源科学科 100 - - - 400
定員変更（▲10）
※令和6年6月収容定
員変更届出／受理

生物環境科学科 90 - - - 360 生物環境科学科 0 - - - 0
令和7年4月学生募集
停止

100 - - - 400
※令和6年6月学部の
学科の設置届出／受
理

医学部（６年制） 110 - - - 660 医学部（６年制） 126 - - - 676 定員変更（16）※

海洋生命科学部 180 - - - 720 海洋生命科学部 180 - - - 720

看護学部 125 - - - 500 看護学部 125 - - - 500

理学部 理学部

物理学科 53 - - - 212 物理学科 53 - - - 212

化学科 80 - - - 320 化学科 80 - - - 320

生物科学科 80 - - - 320 生物科学科 80 - - - 320

医療衛生学部 医療衛生学部

40 - - - 160 40 - - - 160

医療検査学科 105 - - - 420 医療検査学科 105 - - - 420

医療工学科 医療工学科

臨床工学専攻 45 - - - 180 臨床工学専攻 45 - - - 180

診療放射線技術科学専攻 70 - - - 280 診療放射線技術科学専攻 70 - - - 280

理学療法学専攻 45 - - - 180 理学療法学専攻 45 - - - 180

作業療法学専攻 40 - - - 160 作業療法学専攻 40 - - - 160

言語聴覚療法学専攻 30 - - - 120 言語聴覚療法学専攻 30 - - - 120

視覚機能療法学専攻 30 - - - 120 視覚機能療法学専攻 30 - - - 120

未来工学部 未来工学部

120 - - - 480 120 - - - 480

健康科学部 健康科学部

看護学科 80 - - - 320 看護学科 80 - - - 320

医療検査学科 80 - - - 320 医療検査学科 80 - - - 320

1,928 - - - 8,692 1,944 - - - 8,708

※医学部の収容定員は、基本計画書「新設学部等の概要」の数値に合わせている。

グリーン環境創成科学科

データサイエンス学科

変更の事由

保健衛生学科

リハビリテーション学科 リハビリテーション学科

大学全体 大学全体

保健衛生学科

データサイエンス学科

学校法人北里研究所　設置認可等に関わる組織の移行表

入学
定員

編入学
定員 収容

定員
入学
定員

編入学
定員 収容

定員
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令和６年度 令和７年度

25 50 25 50

3 12 3 12

6 18 6 18

5 10 5 10

5 10 5 10

3 12 3 12

3 9 3 9

21 42 21 42

3 9 3 9

15 30 15 30

4 12 4 12

14 28 14 28

11 22 11 22

2 6 2 6

3 9 3 9

40 80 50 100
定員変更（10）
令和6年11月届出予定

40 160 40 160

18 36 18 36

4 12 4 12

10 20 10 20

235 587 245 607

令和６年度 令和７年度

30 30 30 30

30 30 30 30

令和６年度 令和７年度

40 120 40 120

40 120 40 120

未来工学研究科 未来工学研究科

生命データサイエンス専攻（Ｍ） - 生命データサイエンス専攻（Ｍ）

-

医科学専攻（Ｍ）

計 - 計 -

編入学
定員

収容
定員

北里大学
看護専門学校

収容
定員

入学
定員

変更の
事由

看護学科（3年制） - 看護学科（3年制） -

北里大学
看護専門学校

入学
定員

編入学
定員

臨床工学専攻科（1年制） -

計 - 計 -

臨床工学専攻科（1年制） -

変更の
事由

北里大学
保健衛生専門学院

入学
定員

編入学
定員

収容
定員

北里大学
保健衛生専門学院

入学
定員

感染制御科学専攻（Ｄ）

計 - 計

編入学
定員

収容
定員

-

-

感染制御科学専攻（Ｄ） -

感染制御科学府 感染制御科学府

感染制御科学専攻（Ｍ） - 感染制御科学専攻（Ｍ） -

医療系研究科

- 医科学専攻（Ｍ） -

医学専攻（4年制Ｄ） - 医学専攻（4年制Ｄ） -

医療系研究科

分子科学専攻（Ｄ） - 分子科学専攻（Ｄ） -

生物科学専攻（Ｄ） - 生物科学専攻（Ｄ） -

分子科学専攻（Ｍ） - 分子科学専攻（Ｍ） -

生物科学専攻（Ｍ） - 生物科学専攻（Ｍ） -

看護学専攻（Ｄ） - 看護学専攻（Ｄ） -

理学研究科 理学研究科

看護学研究科 看護学研究科

看護学専攻（Ｍ） - 看護学専攻（Ｍ） -

海洋生命科学専攻（Ｍ） - 海洋生命科学専攻（Ｍ） -

海洋生命科学専攻（Ｄ） - 海洋生命科学専攻（Ｄ） -

動物資源科学専攻（Ｄ） - 動物資源科学専攻（Ｄ） -

海洋生命科学研究科 海洋生命科学研究科

生物環境科学専攻（Ｍ） - 生物環境科学専攻（Ｍ） -

獣医学専攻（4年制Ｄ） - 獣医学専攻（4年制Ｄ） -

獣医学系研究科 獣医学系研究科

動物資源科学専攻（Ｍ） - 動物資源科学専攻（Ｍ） -

北里大学大学院

薬学専攻（4年制Ｄ） - 薬学専攻（4年制Ｄ） -

薬科学専攻（Ｄ） - 薬科学専攻（Ｄ） -

薬学研究科 薬学研究科

薬科学専攻（Ｍ） - 薬科学専攻（Ｍ） -

入学
定員

編入学
定員

収容
定員 北里大学大学院

入学
定員

編入学
定員

収容
定員

変更の
事由
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校地

医学部で使用する校舎

共有校舎

校地から除く部分
第一グラウンド

第二グラウンド

校舎 
予定地

相模原キャンパス 
 校地：422,545.16㎡ 
              (所有：409,428.16㎡ 、借用：13,117.00㎡） 
             ※【校地】〔所有〕相模原市南区北里二丁目（地番590番１他）について 
                    登記簿面積は4,044.69㎡、実測面積は4,044.27㎡ 
 
 校舎：143,034.80㎡ 
             (所有：143,034.80㎡、借用：0.00㎡）

- 図面 -3-



※校舎の平面図（P4～32）は削除いたしました。
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学則の変更事項を記載した書類 

 

 

附則に以下の内容を規定する。 

１ 施行年月日（2025年 4月 1日）を規定する。  

２ 第８条（入学定員、編入学定員及び収容定員）の規定にかかわらず、2025年度の医学部

の入学定員を 126 名とすることを規定する。 

３ 第８条（入学定員、編入学定員及び収容定員）に掲げる医学部の収容定員の学年進行に

ついて規定する。 

 

 

以上 
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2025年度（新） 2024年度（旧） 

北里大学学則 

 

第１章 総  則 

（目  的） 
第１条 本大学は、北里柴三郎博士の精神に則り、生命科学及び医療科学分野における学術研究と人材育成

を通して、広く社会の発展のために寄与することを目的とする。 
＜略＞ 

（入学定員、編入学定員及び収容定員） 

第８条 学生の入学定員、編入学定員及び収容定員は、次のとおりとする。 

医療検査学科

8,692名

学部計

計 1,928名

405名

120名

120名

1,620名

　視覚機能療法学専攻 30名

　言語聴覚療法学専攻 30名

180名

　作業療法学専攻 40名 160名

　理学療法学専攻 45名

280名

リハビリテーション学科 145名 580名

　診療放射線技術科学専攻 70名

460名

　臨床工学専攻 45名 180名

160名

105名 420名

医療衛生学部 保健衛生学科 40名

医療工学科 115名

320名

学部計 213名 852名

212名

化学科 80名 320名

理学部 物理学科 53名

生物科学科 80名

500名

学部計 125名 500名

看護学部 看護学科 125名

720名

学部計 180名 720名

海洋生命科学部 海洋生命科学科 180名

660名

学部計 110名 660名

医学部 医学科 110名

1,520名

グリーン環境創成科学科 100名 400名

動物資源科学科 100名

獣医学部 獣医学科 120名

学部計 320名

400名

1,700名

720名

学部計 295名

生命創薬科学科 35名

学部 学科・専攻 入学定員
（編入学定員） 編入学

140名

薬学部 薬学科 260名

収容定員
２年次編入 ３年次編入 ４年次編入 収容定員

1,560名

480名

未来工学部 データサイエンス学科 120名 480名

学部計 120名

320名

健康科学部 看護学科 80名

学部計 160名 640名

320名

医療検査学科 80名

 

北里大学学則 

 

第１章 総  則 

（目  的） 
第１条 本大学は、北里柴三郎博士の精神に則り、生命科学及び医療科学分野における学術研究と人材育成

を通して、広く社会の発展のために寄与することを目的とする。 
＜略＞ 

（入学定員、編入学定員及び収容定員） 

第８条 学生の入学定員、編入学定員及び収容定員は、次のとおりとする。 

医療検査学科

8,692名

学部計

計 1,928名

405名

120名

120名

1,620名

　視覚機能療法学専攻 30名

　言語聴覚療法学専攻 30名

180名

　作業療法学専攻 40名 160名

　理学療法学専攻 45名

280名

リハビリテーション学科 145名 580名

　診療放射線技術科学専攻 70名

460名

　臨床工学専攻 45名 180名

160名

105名 420名

医療衛生学部 保健衛生学科 40名

医療工学科 115名

320名

学部計 213名 852名

212名

化学科 80名 320名

理学部 物理学科 53名

生物科学科 80名

500名

学部計 125名 500名

看護学部 看護学科 125名

720名

学部計 180名 720名

海洋生命科学部 海洋生命科学科 180名

660名

学部計 110名 660名

医学部 医学科 110名

1,520名

生物環境科学科 90名 360名

動物資源科学科 110名

獣医学部 獣医学科 120名

学部計 320名

440名

1,700名

720名

学部計 295名

生命創薬科学科 35名

学部 学科・専攻 入学定員
（編入学定員） 編入学

140名

薬学部 薬学科 260名

収容定員
２年次編入 ３年次編入 ４年次編入 収容定員

1,560名

480名

未来工学部 データサイエンス学科 120名 480名

学部計 120名

320名

健康科学部 看護学科 80名

学部計 160名 640名

320名

医療検査学科 80名
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＜略＞ 

附則 

１ この学則は、昭和 54年 4月 1日から施行する。 

２ 第 43条（学費）並びに第 47 条第 2項については、昭和 54年度入学者から適用する。 

 

＜略＞ 

附則（北学総第 2019-01219 号、北学総第 2019-03539 号、北学総第 2019-07123 号、北学総第 2019-

07444号、北学総第 2019-13334号） 

１ この学則は、2020年 4月 1日から施行する。 

２ 第８条（入学定員、編入学定員及び収容定員）の規定にかかわらず、2020 年度から 2021年度までの医

学部の入学定員を 118 名とする。また、2022 年度から 2023 年度までの医学部の入学定員を 109 名とす

る。 

３ 第８条（入学定員、編入学定員及び収容定員）に掲げる医学部及び看護学部の収容定員の学年進行につ

いては、次のとおりとする。 

   

学部 学科 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度

医学部 医学科 713名 712名 702名 692名 666名 658名 659名 660名

2026年度 2027年度 2028年度 2029年度

看護学部 看護学科 505名 500名 495名 500名
683名 674名

 

４  第 13条（授業科目及び単位数等）に定める別表 2及び別表 3について、獣医学部動物資源科学科にあ

っては 2020 年度入学者から、医学部にあっては 2020年度入学者及び在学者から、理学部及び医療衛生学

部にあっては 2020年度入学者及び一部在学者から適用する。 

 

＜略＞ 
附則（北学総第 2021-03403 号、北学総第 2021-04597 号、北学総第 2021-06352 号、北学総第 2021-

10214号、北学総第 2021-11472号） 

１ この学則は、2022年 4月 1日から施行する。 

２ 第８条（入学定員、編入学定員及び収容定員）の規定にかかわらず、2022 年度の医学部の入学定員を

120 名とする。また、2023年度の医学部の入学定員を 109名とする。 

３ 第８条（入学定員、編入学定員及び収容定員）に掲げる医学部の収容定員の学年進行については、次の

とおりとする。 

677名 669名 659名 660名

2028年度 2029年度

医学部 医学科 713名 703名 694名 685名
学部 学科 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度 2026年度 2027年度

 

 

＜略＞ 
附則（北学総第 2022-05067号、北学総第 2022-15518号） 

１ この学則は、2023年４月１日から施行する。 

２ 第８条（入学定員、編入学定員及び収容定員）の規定にかかわらず、2023 年度の医学部の入学定員を

125 名とする。 

 
＜略＞ 

附則 

１ この学則は、昭和 54年 4月 1日から施行する。 

２ 第 43条（学費）並びに第 47条第 2項については、昭和 54年度入学者から適用する。 

 

＜略＞ 

附則（北学総第 2019-01219 号、北学総第 2019-03539 号、北学総第 2019-07123 号、北学総第 2019-

07444号、北学総第 2019-13334号） 

１ この学則は、2020年 4月 1日から施行する。 

２ 第８条（入学定員、編入学定員及び収容定員）の規定にかかわらず、2020 年度から 2021年度までの医

学部の入学定員を 118 名とする。また、2022 年度から 2023 年度までの医学部の入学定員を 109 名とす

る。 

３ 第８条（入学定員、編入学定員及び収容定員）に掲げる医学部及び看護学部の収容定員の学年進行につ

いては、次のとおりとする。 

   看護学部 看護学科 505名 500名 495名 500名

683名 674名 666名 658名 659名 660名

2026年度 2027年度 2028年度 2029年度

医学部 医学科 713名 712名 702名 692名

学部 学科 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度

 
４  第 13条（授業科目及び単位数等）に定める別表 2及び別表 3について、獣医学部動物資源科学科にあ

っては 2020 年度入学者から、医学部にあっては 2020年度入学者及び在学者から、理学部及び医療衛生学

部にあっては 2020年度入学者及び一部在学者から適用する。 

 

＜略＞ 
附則（北学総第 2021-03403 号、北学総第 2021-04597 号、北学総第 2021-06352 号、北学総第 2021-

10214号、北学総第 2021-11472号） 

１ この学則は、2022年 4月 1日から施行する。 

２ 第８条（入学定員、編入学定員及び収容定員）の規定にかかわらず、2022 年度の医学部の入学定員を

120名とする。また、2023年度の医学部の入学定員を 109名とする。 

３ 第８条（入学定員、編入学定員及び収容定員）に掲げる医学部の収容定員の学年進行については、次の

とおりとする。 

677名 669名 659名 660名

2028年度 2029年度

医学部 医学科 713名 703名 694名 685名
学部 学科 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度 2026年度 2027年度

 

 

＜略＞ 
附則（北学総第 2022-05067号、北学総第 2022-15518号） 

１ この学則は、2023年４月１日から施行する。 

２ 第８条（入学定員、編入学定員及び収容定員）の規定にかかわらず、2023 年度の医学部の入学定員を

125名とする。 
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３ 第８条（入学定員、編入学定員及び収容定員）に掲げる医学部及び未来工学部の収容定員の学年進行に

ついては、次のとおりとする。 

未来工学部 データサイエンス学科 100名 200名 300名 400名

2027年度 2028年度

701名 693名
学部 学科 2023年度 2024年度 2025年度 2026年度

685名 675名 660名

2029年度

医学部 医学科 719名 710名

＜略＞

附則（北学総第 2023-10610号、北学総第 2023- 16904 号） 

１ この学則は、2024年４月１日から施行する。 

２ 第８条（入学定員、編入学定員及び収容定員）の規定にかかわらず、2024 年度の医学部の入学定員を

126 名とする。 

３ 第８条（入学定員、編入学定員及び収容定員）に掲げる獣医学部動物資源科学科、医学部、未来工学部、

健康科学部の収容定員の学年進行については、次のとおりとする。 

未来工学部 データサイエンス学科 220名 340名 460名 480名

80名 160名 240名 320名

動物資源科学科 500名 480名 460名 440名
医学部 医学科 726名 717名 709名 701名 691名

医療検査学科

676名 660名

2028年度 2029年度 2030年度2026年度 2027年度

看護学科 80名 160名
健康科学部

240名 320名

学科 2024年度 2025年度

獣医学部
学部

＜略＞

附則（北学総第 2024-*****号） 

１ この学則は、2025年４月１日から施行する。 

２ 第８条（入学定員、編入学定員及び収容定員）の規定にかかわらず、2025 年度の医学部の入学定員を

126 名とする。 

３ 第８条（入学定員、編入学定員及び収容定員）に掲げる獣医学部、医学部の収容定員の学年進行につい

ては、次のとおりとする。 

2031年度

660名医学科 676名692名707名717名725名733名
1,520名

学科 2025年度 2026年度

獣医学部

合　計 1,520名

2030年度2027年度 2028年度学部

1,290名 1,360名 1,430名

720名

医学部

獣医学科 720名 720名 720名 720名

2029年度

400名
100名 200名 300名 400名 400名 400名

720名

1,520名

400名
グリーン環境創成科学科

動物資源科学科 470名 440名 410名 400名

４ 2025 年度より獣医学部生物環境科学科の学生募集を停止する。 

３ 第８条（入学定員、編入学定員及び収容定員）に掲げる医学部及び未来工学部の収容定員の学年進行に

ついては、次のとおりとする。 

未来工学部 データサイエンス学科 100名 200名 300名 400名

2027年度 2028年度

701名 693名
学部 学科 2023年度 2024年度 2025年度 2026年度

685名 675名 660名

2029年度

医学部 医学科 719名 710名

＜略＞

附則（北学総第 2023-10610号、北学総第 2023- 16904 号） 

１ この学則は、2024年４月１日から施行する。 

２ 第８条（入学定員、編入学定員及び収容定員）の規定にかかわらず、2024 年度の医学部の入学定員を

126名とする。 

３ 第８条（入学定員、編入学定員及び収容定員）に掲げる獣医学部動物資源科学科、医学部、未来工学部、

健康科学部の収容定員の学年進行については、次のとおりとする。 

未来工学部 データサイエンス学科 220名 340名 460名 480名

80名 160名 240名 320名

動物資源科学科 500名 480名 460名 440名
医学部 医学科 726名 717名 709名 701名 691名

医療検査学科

676名 660名

2028年度 2029年度 2030年度2026年度 2027年度

看護学科 80名 160名
健康科学部

240名 320名

学科 2024年度 2025年度

獣医学部
学部

＜略＞

（新規）

-学則-95-
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-学生確保-1-



-学生確保-2-



-学生確保-3-



-学生確保-4-



-学生確保-5-



-学生確保-6-



-学生確保-7-
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-学生確保-9-



-学生確保-10-
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-学生確保-12-



18 

-学生確保-13-



１（書類等の題名） 

○18 歳人口の将来推計 （本文 6ページ、資料 3ページ【資料２】）

２（出典） 

○株式会社リクルート

３（引用範囲） 

○リクルート総研「18歳人口予測、大学・短期大学・専門学校進学率、地元残留率の動向

南関東版」から、全国・南関東（埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県）における、2023

～2035 年度の 18 歳人口について、2024年度を 100とした割合等を引用した。



-学生確保-15-



-学生確保-16-



-学生確保-17-



-学生確保-18-



-学生確保-19-



-学生確保-20-



-学生確保-21-



-学生確保-22-



-学生確保-23-



-学生確保-24-



-学生確保-25-



-学生確保-26-



-学生確保-27-



-学生確保-28-



-学生確保-29-



-学生確保-30-



-学生確保-31-



-学生確保-32-



-学生確保-33-



-学生確保-34-



-学生確保-35-



-学生確保-36-



-学生確保-37-



１（書類等の題名） 

○競合校の志願動向

（本文 1 0ページ、資料 2 7 ページ【資料５】）

２（出典） 

○株式会社旺文社『全国大学内容案内号　各年』

３（引用範囲） 

○神奈川県内競合校の募集人員・志願者・受験者・合格者・志願者倍率を引用した。



-学生確保-39-



１（書類等の題名） 

○全国私立大学医学部における学生納付金一覧

（本文 1 0ページ、資料 2 9  ページ【資料７】）

２（出典） 

○北里大学、各大学ホームページ等

３（引用範囲） 

○医学部の競合校 計 31大学について、各大学ホームページ等から 2024年度初年度納付

金を引用した。



-学生確保-41-



１（書類等の題名） 

○2025年度医学部指定校・地域枠指定校一覧

（本文 1 1ページ、資料 31～34 ページ【資料９】）

２（出典） 

○北里大学

３（引用範囲） 

○指定校の学校名や募集人数を一覧にしたものであるが、一般に公表していない内容で

あるため、本書類に差し替える。
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